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（注）審査資料の計算の表示及び符号の用法は次のとおりである。 

 １．文中に用いる金額は、原則として千円単位で表示し、単位未満は切り捨て

ている。 

 ２．比率（％）は、原則として小数点以下第２位を切り捨てている。比率が０

以下の場合は、（－％）で表示している。 

 ３．該当数値がなく、算出不能若しくは無関係の場合は、「－」で表示している。 

 

 



 

 

 

     令和２年度宮若市財政健全化判断比率及び 

     資金不足比率に関する審査意見 

 

 

第１ 審査の対象 

令和２年度宮若市財政健全化判断指標 

 

 

第２ 審査の期間 

令和３年８月３日から令和３年８月２０日まで 

 

 

第３ 審査の方法 

財政健全化判断比率及び資金不足比率について、その算定の基礎とな

る事項が記載された関係書類は、法令等に基づいて作成されているか、

指標は適正に表示されているか、積算根拠書類は正しく計算されている

か等、関係職員の説明を聴取して審査した。 

 

 

第４ 審査の結果 

審査に付された財政健全化判断比率及び資金不足比率は、いずれも法

令に規定された様式に従って作成され、計数は諸表と符合し、適正に表

示されていると認められた。 

  審査の概要は、次頁以降のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

１ 



 

 

１ 健全化判断比率について 

 

財政健全化判断比率は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法

律（平成19年法律第94号）」の施行に伴い、平成19年度決算から地方

公共団体の財政状況を判断するための比率（実質赤字比率、連結実質

赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率）の公表が義務付けられ、

この比率がどのような状況かを判断する基準として早期健全化基準

と財政再生基準が規定されている。 

平成20年度決算からは、健全化判断比率のいずれかが基準以上とな

った場合、財政健全化計画等の策定が義務付けられている。将来負担

比率を除く指標には、財政再生基準が設けられ、いずれかの指標が基

準値以上となった場合には財政再生団体となる。 

 

令和２年度の健全化判断比率は、次のとおりである。 

 

区   分 令和２年度 令和元年度 比 較 
早期健全化 

基 準 

財政再生 

基 準 

(1) 実質赤字比率 －％ －％ － 13.49％ 20.00％ 

(2) 連結実質赤字比率 －％ －％ － 18.49％ 30.00％ 

(3) 実質公債費比率 5.9％ 5.5％ 0.4％ 25.0％ 35.0％ 

(4) 将来負担比率 －％ －％ － 350.0％  

 

 

（１）実質赤字比率 

一般会計等（本市では、一般会計のみ）を対象とした実質赤字額の

標準財政規模に対する比率であり、福祉、教育、まちづくり等を行う

地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化

の度合いを示すものである。本年度は一般会計等の合計が黒字決算と

なっているため、実質赤字比率は生じていない。 

（単位：千円） 

会  計 名 令和２年度 令和元年度 比  較 

一 般 会 計 551,972 931,440 △ 379,468 

一般会計等合計   (A) 551,972 931,440 △ 379,468 

標準財政規模     (B) 9,132,571 8,901,508 231,063 

 実質赤字比率  (A)/(B) －％ －％ － 

 

（注）実質収支額(A)欄が黒字の場合は、実質赤字比率は「－％」と表記。 

（標準財政規模に対する実質黒字の比率：6.04 ％） 

 

２ 



 

 

（２）連結実質赤字比率 

一般会計等のほかに、公営事業会計を含めた全会計を対象とした実質赤

字（又は資金不足額）の標準財政規模に対する比率であって、全ての会計

の赤字や黒字を合算し、地方公共団体としての赤字の程度を指標化し、財

政運営の悪化度合いを示したものである。 

本年度も前年度に引き続き、国民健康保険特別会計だけが赤字となった

が、残る全会計の合計額が黒字になっているため、連結実質赤字比率は生

じていない。 

（単位：千円） 

会  計 名 令和２年度 令和元年度 比  較 

一般会計 551,972 931,440 △ 379,468 

国民健康保険特別会計 △ 227,375 △ 277,185 49,810 

後期高齢者医療特別会計 8,333 7,765 568 

下水道事業会計   ※ 113,630 102,608 11,022 

簡易水道事業会計  ※ 15,506 25,268 △ 9,762 

水道事業会計      ※ 350,029 306,624 43,405 

全会計 合計     (A) 812,095 1,096,520 △ 284,425 

標準財政規模    (B) 9,132,571 8,901,508 231,063 

連結実質赤字比率 (A)/(B) －％ －％ － 

 

※ 公営企業会計は、「実質収支額」を「資金不足額・剰余額」と読み換える。 

注）実質収支額(A)欄が黒字の場合は、連結実質赤字比率は「－％」と表記

する。（標準財政規模に対する連結実質黒字の比率：8.89 ％） 

 

 

 

 

３ 



 

 

（３）実質公債費比率 

一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の財政規模に対

する比率で、借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、

資金繰りの程度を示すものである。 

３ケ年の平均値を表したこの比率は、本年度が5.9％（前年度5.5 ％）

で、0.4 ポイント増加している。小中一貫校の建設に伴う学校教育施設

等整備事業債等の元利償還金が増加したことが主な要因である。 

（単位：千円） 

区   分 令和２年度 令和元年度 平成 30 年度 

① 元利償還金の額（繰上償還額等を除く） 1,607,188 1,572,112 1,554,544 

② 満期一括償還地方債（減債基金積立不足額） 0 0 0 

③ 〃 （１年当たり元金償還金） 0 0 0 

④ 公営企業地方債の償還財源充当繰入金 208,360 204,198 193,909 

⑤ 一部事務組合地方債の償還財源充当負担金 7,854 7,850 4,664 

⑥ 公債費に準ずる債務負担行為に係るもの 0 0 0 

⑦ 一時借入金の利子 0 0 0 

⑧ 特定財源の額 36,437 42,014 42,363 

⑨ 基準財政需要額（事業費補正） 192,381 205,530 207,550 

⑩    〃    （公債費） 1,057,682 1,060,352 1,059,341 

⑪      〃     （密度補正） 19,302 22,581 23,331 

⑫ 標準税収入額等 6,104,359 5,794,218 5,986,655 

⑬ 普通交付税額 2,663,478 2,740,767 2,742,621 

⑭ 臨時財政対策債発行可能額 364,734 366,523 424,907 

Ａ = （①～⑦）－（⑧～⑪） 517,600 453,683 420,532 

Ｂ = （⑫～⑭）－（⑨～⑪） 7,863,206 7,613,045 7,863,961 

実質公債費比率（単年度） A／B×100 6.58256 5.95928 5.34759 

実質公債費比率（３ケ年平均） 5.9％ 

 

① 元利償還金の額 

一般会計等に係る公債費（繰上償還額等を除く）は、16 億 718 万 8

千円で、前年度と比較して 3,507 万 6 千円増加している。これは学校

教育施設等整備事業債などの増加によるものである。 

② 満期一括償還地方債（減債基金積立不足額） 

③ 満期一括償還地方債（１年当たり元金償還金） 

満期一括償還方式により借り入れた地方債の１年あたりの元金償還

額に相当する額（償還期間30年・元金均等年賦償還の方法により償還す

ることとした場合の１年当たりの元金）及び満期一括償還に備えるため

の減債基金積立額の不足を考慮して算定するもので、本市において該当

はない。 

４ 



 

 

④ 公営企業地方債の償還財源充当繰入金 

公営企業の起こした地方債の償還財源に充てたと認められる一般会

計等からの繰入金で、簡易水道事業会計分 4,143万円、下水道事業会計

分 1 億 6,693 万円の合計で 2 億 836 万円となり、前年度比較で416 

万 2 千円増加している。 

 

⑤ 一部事務組合地方債の償還財源充当負担金 

一部事務組合等の起こした地方債の償還財源に充てたと認められる

一般会計等からの補助金又は負担金で、直方・鞍手広域市町村圏事務組

合負担金 785 万 4 千円であり、前年度と比較して 4 千円増加してい

る。 

 

⑥ 公債費に準ずる債務負担行為に係るもの 

予算による債務負担行為を設定している支出のうち、公債費に準ずる

ものと認められる額を計上するもので、債務負担行為を設定していた県

営ほ場整備事業に係る中土地改良区への元利補給と宮若市外二町じん

芥処理施設組合の起債償還が平成 28 年度で終了しているため該当する

ものはない。 

 

⑦ 一時借入金の利子 

本年度の一時借入金の利子はなく、また、基金の繰替運用に係る利子

は対象外となる。 

 

⑧ 特定財源の額 

元利償還金に充当した特定財源のことで、公営住宅建設事業債の元利

償還金に充当した市営住宅使用料など 3,643 万 7 千円で、前年度と比

較して 557 万 7 千円減少している。この金額については、実質公債費

比率の算定において控除されることとなる。 

 

⑨～⑪ 基準財政需要額 

公債費のうち、普通交付税の算定において基準財政需要額に算入され

るもので、この金額についても実質公債費比率の算定において控除され

ることとなる。 

 

５ 



 

 

（４）将来負担比率 

この比率は、一般会計等が将来負担すべき実質的な債務の財政規模

に対する比率であり、地方公共団体の一般会計等の借入金や将来支払

っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、それらが

将来的に財政を圧迫する可能性の度合いを示したものである。 

ここでは、施設整備等基金などの積み立て等により、将来負担額に

対して充当可能となる財源が上回り、将来負担比率が負の値となって

いるため、将来負担比率はない。 

（単位：千円） 

 区    分  令和２年度 令和元年度 比  較 

① 地方債の現在高 20,435,273 19,749,263 686,010 

② 債務負担行為に基づく支出予定額 0 0 0 

③ 公営企業債等繰入見込額 3,756,005 3,697,829 58,176 

④ 組合負担等見込額 19,625 27,464 △ 7,839 

⑤ 退職手当負担見込額 2,053,316 2,122,244 △ 68,928 

⑥ 設立法人の負債額等負担見込額 0 0 0 

 地方道路公社 0 0 0 

 土地開発公社 0 0 0 

 第三セクター等 0 0 0 

⑦ 連結実質赤字額 0 0 0 

⑧ 組合連結実質赤字額負担見込額 0 0 0 

将来負担額 合計   （A） 26,264,219 25,596,800 667,419 

⑨ 充当可能基金 11,781,109 11,377,979 403,130 

⑩ 充当可能特定歳入 93,495 126,033 △ 32,538 

 うち都市計画税 0 0 0 

⑪ 基準財政需要額算入見込額 16,148,800 15,622,242 526,558 

充当可能財源等 合計  （B） 28,023,404 27,126,254 897,150 

標準財政規模       （C） 9,132,571 8,901,508 231,063 

算入公債費等の額     （D） 1,269,365 1,288,463 △ 19,098 

将来負担比率 （A－B）/（C－D） －％ －％ － 

 

① 地方債の現在高 

本年度末の地方債残高は、204 億 3,527 万 3 千円で、前年度と比

較して 6 億 8,601 万円増加している。なお、増加の要因は光陵小学

校等の建設に伴う学校教育施設等整備事業債や公共施設等集約化・複

合化事業債などの借り入れ等によるものである。 

 

② 債務負担行為に基づく支出予定額 

債務負担行為に基づく支出予定額は該当がない。 

 

６ 



 

 

③ 公営企業債等繰入見込額 

公営企業会計の繰入見込額は、簡易水道事業会計分 2 億 2,888 万 2

千円、下水道事業会計分 35 億 2,712 万 3 千円の合計 37 億 5,600 万

5 千円であり、前年度と比較して 5,817 万 6 千円増加している。 

増加の要因は、下水道事業会計の起債の増加によるものである。 

 

④ 組合等負担等見込額 

組合等が起こした地方債の財源に充てるための負担金としては、直

方・鞍手広域市町村圏事務組合（消防会計）1,962万 5 千円で、前年度

と比較して 783 万 9 千円減少している。 

 

⑤ 退職手当負担見込額 

算定年度の末日（令和３年３月31日）において、一般会計等の特別職

を含む全職員が自己都合退職したと仮定した場合に支払わなければなら

ない退職手当の負担見込額 20 億 5,331万 6 千円で、前年度と比較して

6,892 万 8 千円減少している。 

なお、対象となる職員数は、特別職 3 名、一般職 223 名、会計年度任

用職員（フルタイム）16 名の合計 242 名で、前年度と比較して 12 名

増加している。 

 

⑥ 設立法人の負債額等負担見込額 

土地開発公社の負債額は、先行取得用地の買い戻しが完了し、既に短

期借入金がなくなっていることにより「０円」となっている。 

 

⑦ 連結実質赤字額 

連結実質赤字比率の算定にあるように、本年度も全会計の合計額が黒

字であるため、この額は「０円」となっている。 

 

⑧ 組合等連結実質赤字額負担見込額 

本市が加入する一部事務組合において、当年度の実質収支が赤字とな

った組合はなく、この額は「０円」となっている。 

 

以上、①～⑧までの合計額（将来負担額）は、262 億 6,421 万 9 千円

となり、前年度と比較して 6 億 6,741 万 9 千円の増加となっている。 

 

７ 



 

 

一方、この将来負担額に充てることができる財源は、次のとおりである。 

 

⑨ 充当可能基金 

法律や政令の規定により設置される基金以外が対象となり、本市では

旧合併特例法に規定される地域振興基金（合併特例債を原資とする）と

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律により使途を限定されてい

る森林環境譲与税基金を除く、全ての基金が対象となる。この充当可能

基金には、現金・預金・国債等を計上し、貸付金や不動産は除かれてい

る。 

本年度末の基金残高は、117 億 8,110 万 9 千円であり、前年度と比

較して 4 億 313 万円増加している。 

増加の主な要因は、施設整備等基金の積み立てによるものである。 

 

⑩ 充当可能特定歳入 

地方債の償還額等に充てることができる特定の歳入見込額のことで、

市町村振興資金を借り入れて、県企業局へ貸付を行っている「工業用水

道対策貸付金返還金 2,722 万 7 千円」、公営住宅建設事業債の償還に

充てることができる「市営住宅使用料 4,312 万 5 千円」、福岡県市町

村振興協会が負担金の一部を財政支援する「消防救急無線デジタル化整

備事業助成金等 2,314 万 3 千円」の合計 9,349 万 5 千円で、前年度

と比較して 3,253 万 8 千円減少している。 

減少の主な要因は、公営住宅建設事業債の地方債残高の減少に伴い、

充当できる市営住宅使用料の減によるものである。 

 

⑪ 基準財政需要額算入見込額 

地方債の償還等に要する経費として普通交付税の算定に用いる基準財

政需要額に算入されることが見込まれる額のことで、各年度において発

行された地方債ごとの現在高に、それぞれの算入予定割合を乗じること

によって地方債ごとの算入見込額を算定するもので、161 億 4,880 万円

となり、前年度と比較して 5 億 2,655 万 8 千円増加している。 

増加の主な要因は、光陵小学校等の建設に伴う公共施設等集約化・複

合化事業債などの借り入れにより算入見込額が増加したためである。 

 

以上、⑨～⑪までの合計額（充当可能財源等）は、280 億 2,340 万 4 千

円となり、前年度と比較して 8 億 9,715 万円増加している。 

 

 

８ 



 

 

２ 資金不足比率について 

 

 資金不足比率は、公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対

する比率であって、公営企業の資金不足を公営企業の事業規模である料

金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示したも

のであり、資金の不足額とは、公営企業における資金収支不足の累積額

をとらえるものである。本年度も各会計において赤字（資金不足）がな

いため、資金不足比率はない。 

（単位：千円） 

区   分 令和２年度 資金不足額 事業の規模 経営健全化基準 

下水道事業会計 － ％ 113,630 51,705 

20.0％ 簡易水道事業会計 － ％ 15,506 49,752 

水道事業会計 － ％ 350,029 403,238 

※「資金不足額」欄が正数の場合は、「剰余額」を表す。 

＜資金不足額＞ 流動負債－流動資産 

＜事業の規模＞ 営業収益の額－受託工事収益の額 

 

 

（１）下水道事業会計 

 

下水道事業会計は、流動資産が流動負債を上回っているので、資金不

足比率は生じていない。 

（単位：千円） 

※ 資金不足額・剰余額（Ｅ）－（Ｈ）の値がマイナスとなる場合は、「－％」と表記。 

 

 

９ 

区         分 令和２年度 令和元年度 比 較 

資金不足額 

・剰余額 

流動負債（Ａ） 49,435 － － 

建設改良以外財源充当地方債（Ｂ） － － － 

流動資産（Ｃ） 163,065 － － 

解消可能資金不足額（Ｄ） － － － 

計（Ｅ）＝ (A)＋(B)－(C)－(D) △ 113,630  － － 

事業の規模 

営業収益（Ｆ） 51,705 － － 

受託工事収益（Ｇ） 0 － － 

計（Ｈ）＝（Ｆ）－（Ｇ） 51,705 － － 

資金不足額 （Ｅ）－（Ｈ） －％ －％ － 



 

 

（２）簡易水道事業会計 

 

簡易水道事業会計は、流動資産が流動負債を上回っているので、資金不

足比率は生じていない。 

（単位：千円） 

※ 資金不足額・剰余額（Ｅ）－（Ｈ）の値がマイナスとなる場合は、「－％」と表記。 

 

 

（３）水道事業会計 

 

水道事業会計は、流動資産が流動負債を上回っているので、資金不足比

率は生じていない。 

（単位：千円） 

※ 資金不足額・剰余額（Ｅ）－（Ｈ）の値がマイナスとなる場合は、「－％」と表記。 
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区         分 令和２年度 令和元年度 比 較 

資金不足額 

・剰余額 

流動負債（Ａ） 25,478 － － 

建設改良以外財源充当地方債（Ｂ） － － － 

流動資産（Ｃ） 40,984 － － 

解消可能資金不足額（Ｄ） － － － 

計（Ｅ）＝ (A)＋(B)－(C)－(D) △ 15,506  － － 

事業の規模 

営業収益（Ｆ） 51,263 － － 

受託工事収益（Ｇ） 1,511 － － 

計（Ｈ）＝（Ｆ）－（Ｇ） 49,752 － － 

資金不足額 （Ｅ）－（Ｈ） －％ －％ － 

区         分 令和２年度 令和元年度 比 較 

資金不足額 

・剰余額 

流動負債（Ａ） 44,745 37,305 7,440 

建設改良以外財源充当地方債（Ｂ） － － － 

流動資産（Ｃ） 394,774 343,929 50,845 

解消可能資金不足額（Ｄ） － － － 

計（Ｅ）＝ (A)＋(B)－(C)－(D) △ 350,029  △ 306,624  △ 43,405 

事業の規模 

営業収益（Ｆ） 407,836 416,660 △ 8,824 

受託工事収益（Ｇ） 4,598 9,530 △ 4,932 

計（Ｈ）＝（Ｆ）－（Ｇ） 403,238 407,130 △ 3,892 

資金不足額 （Ｅ）－（Ｈ） －％ －％ － 



 

 

３ むすび 

 

    概ね良好な財政状況にあると判断される。 

ただし、国民健康保険特別会計の赤字を他の会計の黒字で相殺している

現状をみると、当該赤字会計の早期健全化が望まれる。また、「実質公債

費比率」は5.9％であり、同規模の市と比べて比較的低い水準ではあるが、

ここ数年で増加傾向にあることを考えると、注意が必要であると考える。 

公営企業会計では、黒字決算となっている。 
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